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平成22年７月21日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・教育委員会における口蹄疫への主な対応状況に

ついて

・全国高等学校総合文化祭開催に向けての対応状

況について

出席委員（７人）

委 員 長 満 行 潤 一

副 委 員 長 黒 木 正 一

委 員 萩 原 耕 三

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 松 田 勝 則

委 員 長 友 安 弘

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

教 育 次 長
米 原 隆 夫（ 総 括 ）

教 育 次 長
飛 田 洋（教育政策担当）

教 育 次 長
二 見 俊 一（教育振興担当）

総 務 課 長 安 田 宏 士

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 福 永 展 幸

学 校 政 策 課 長 児 玉 淳 郎

学 校 支 援 監 山 本 真 司

全国高等学校総合
稲 元 雅 彦文化祭推進室長

特別支援教育室長 武 富 志 郎

教 職 員 課 長 阿 南 信 夫

生 涯 学 習 課 長 興 梠 正 明

スポーツ振興課長 川 崎 重 雄

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 中 原 邦 博

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 幹 阿 萬 慎 治

○満行委員長 ただいまから、文教警察企業常

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付しました日程案のとおりでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○満行委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

口蹄疫に関する報告等についての説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

○渡辺教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

それでは説明に入らせていただきます。お手
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元の文教警察企業常任委員会資料をお願いいた

します。表紙にあります目次をごらんください。

本日御報告いたします事項は、１番目に、「教

育委員会における口蹄疫への主な対応状況につ

いて」２つ目に、「全国高等学校総合文化祭開催

に向けての対応状況について」の２件でありま

す。

私のほうからは以上でありますが、内容につ

きましては、引き続き、総括次長及び担当室長

が説明申し上げますので、よろしくお願いいた

します。

○米原総括次長 それでは、教育委員会におけ

る口蹄疫の主な対応状況につきまして御説明い

たします。資料の１ページをお願いいたします。

１の「いじめ・風評被害の防止」についてで

あります。

初の丸になりますが、畜産農家等の児童生

徒が風評などでいじめを受けることのないよう、

県立学校長及び市町村教育委員会に対し、口蹄

疫に対する正しい情報の提供と人権に関する指

導の徹底について、口蹄疫が発生した初期の４

月下旬と非常事態宣言が出された５月中旬の合

わせて２回通知を行っております。

このほか、資料には載せておりませんが、校

長会などをとらえまして徹底を図っており、す

べての学校で何らかの形で児童生徒に対する指

導が行われたと報告をいただいております。

丸の２つ目でございます。給食現場における

風評被害の防止という観点からは、市町村教育

委員会及び給食を実施しております県立学校長

に対しまして、牛肉等を使用した給食食材の安

全性に問題がないことを十分認識し、適切に対

応するよう依頼したところであります。また、

県外の行事におきまして、本県の参加者が風評

被害等に遭わないよう、そこに挙げております

が、全九州高等学校体育大会等の大会について、

関係県の教育委員会へ配慮を要請いたしました。

次に、２の「児童生徒に対する心のケア」に

ついてであります。

これにつきましては、発生初期の段階で、県

立学校長及び市町村教育委員会あてに十分に留

意するよう通知を行っております。

これを受けまして、そこに３つほどポツ印を

つけて挙げておりますが、各学校では、児童生

徒の心身の状態を把握するとともに、適宜相談

に対応してきております。また、口蹄疫発生等

により、保護者の判断で登校を自粛している児

童生徒がおりましたけれども、この子供さんた

ちに対しましては、各学校において電話やプリ

ント等による学習サポートを実施いたしました。

なお、疑似患畜が確認されました高鍋農業高

校につきましては、臨床心理士をこれまでに３

回派遣し、生徒等の心のケアに努めてまいって

おります。

次に、３の「修学支援」についてであります。

これにつきましては、前回の常任委員会にお

いて、万全を期すようにとの御要望をいただい

たところであります。昨日の本会議でも教育長

が答弁させていただきました内容と重複いたし

ますが、まず、県育英資金の緊急採用制度につ

きましては、学校やメディア等を通じて広く周

知を図ってまいりました。この結果、口蹄疫関

連の採用状況は、現在20名となっております。

内訳を申し上げますと、高校生が10名、大学及

び短大生が７名、専修学校の学生が３名となっ

ております。

また、２つ目の丸になりますが、各県立学校

長に対し、被害世帯等を対象に教材費やＰＴＡ

会費といった、いわゆる学校徴収金、この納入

をできる限り猶予するなどの配慮を依頼します
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とともに、３つ目の丸になりますが、各県立学

校に、家計が急変した家庭からの修学相談や進

学相談等にきめ細かに対応できるよう、修学相

談窓口を設置いたしました。なお、この窓口設

置につきましては、各学校から保護者の方々へ

の周知を図ったところであります。

４つ目の丸になります。家計が急変した本県

出身の学生に対する授業料減免などの修学支援

措置につきましては、知事と教育委員長の連名

で、県内を含む全国の大学、短大、高専等に対

しまして、社団法人国立大学協会など９団体を

通じて要請いたしました。なお、この要請に当

たりましては、東京事務所がそれぞれの団体を

訪問の上、説明をさせていただいたところであ

ります。あわせまして、文部科学大臣あてに同

趣旨の要望書を提出いたしましたが、一番下の

米印にございますけれども、文科省におかれま

しても、全国の大学や短大などに通知を出して

いただき、この中で、各大学が実施している授

業料減免制度の周知など、被害世帯の学生や保

護者に対し、きめ細かな配慮を行うよう、要請

をしていただいたところであります。

２ページをお願いいたします。

４の「口蹄疫まん延防止のための防疫対策」

についてであります。

初の丸になりますが、すべての県立学校に

おいて、靴底用の消毒マット等を設置するとと

もに、学校、家庭での手足の洗浄、うがいなど

の励行を指導しております。

また、次の丸になりますが、特に農業高校に

おきましては、口蹄疫発生直後から畜舎の消毒、

立入制限など徹底した防疫対策を実施するとと

もに、万一口蹄疫が発生した際の対応マニュア

ルを整備いたしました。

３つ目になります。県立学校を除く県立図書

館、県立美術館等の教育機関、県総合運動公園

の受付・案内所、武道館など、そして県体育館

に消毒マットを設置するとともに、総合運動公

園の競技施設利用者に対しては、消毒マットの

貸し出しを行っております。

なお書きで書いておりますけれども、西都原

考古博物館など移動制限区域に入った施設につ

きましては、地元の宮崎市、西都市の教育関連

施設についての対応状況も考慮しながら、当分

の間、休館といたしました。このうち、西都原

考古博物館、埋蔵文化財センター本館について

は、制限区域が外れた※７月15日から再び開館し

ております。

次に、５の「大会、行事等への対応」につい

てであります。これにつきましては、非常事態

宣言が出された際、県立学校長と市町村教育委

員会に、その内容、特に点線で四角囲みをして

いる内容を周知いたしまして、防疫措置を含め

て学校行事への対応等を適切に行っていただく

よう依頼したところでございます。

後の丸になりますが、県教育委員会が主催

者として加わっている、または共催となってい

る主な大会・行事への対応状況であります。５

つほど挙げておりますが、まず、「県民総合スポー

ツ祭」につきましては、開催を延期いたしまし

た。次の「高校総体」につきましては、総合開

会式は中止とし、一部の日程を延期または短縮、

制限区域内の会場は極力区域外の施設に変更い

たしました。応援につきましては自粛とし、や

むを得ず制限区域内で実施した競技については

無観客といたしました。

また、現在開催中の「高校野球選手権宮崎大

会」についても、同様な対応としており、開会

式は中止、また日程を数日間繰り下げまして、

※５ページ右段に訂正発言あり



- 4 -

試合会場を県総合運動公園のみに限定をいたし

ました。応援も県内の制限区域がすべて解除さ

れるまでの間は、部員と保護者を除き無観客試

合としております。

それから、総合博物館特別展「古代カルタゴ

とローマ展」につきましては、日程を２週間程

度繰り下げて開催、また、この後、担当室長か

ら御報告させていただきますが、「全国高等学校

総合文化祭」につきましては、予定どおりの開

催とし、現在、準備を進めているところであり

ます。なお、いずれも、開催に当たりましては、

徹底した防疫措置を講じるという方針で対応し

ているところでございます。

説明は以上でございます。

○稲元高総文祭推進室長 同じ資料の３ページ

をお願いいたします。「全国高等学校総合文化祭

に向けての対応状況について」御説明いたします｡

まず、開会行事等でありますが、「１ 総合開

会式」は、８月１日午後１時から、宮崎市民文

化ホールで開催されます。

「（３）内容」にありますとおり、第１部は、

本県や部門をビデオで紹介する「プロローグ」

と「式典」など、第２部は、「交流」の部といた

しまして、さくら聴覚支援学校による歓迎の太

鼓で始まり、生徒実行委員の交流や、海外４カ

国からの高校生による音楽や舞踊の発表などが

ございます。

第３部は、「開催県発表」といたしまして、本

県の高校生が「船出」をテーマとして、吹奏楽

や郷土芸能などを絡めた構成劇を披露いたしま

す。

総合開会式につきましては、既に委員の皆様

へ御案内を差し上げておりますが、第２部と第

３部は、高校生による若さあふれる舞台になる

と思われますので、お楽しみいただきたいと存

じます。

次に、「２ パレード」でありますが、総合開

会式の終了後、午後５時30分より、宮崎市橘通

りにおきまして、国内外からの約100校、約2,000

人が参加するパレードを予定しております。マー

チングバンドやカラーガードなど盛大で華やか

なパレードになると思われますので、こちらの

ほうもぜひごらんいただきたいと思います。

次に、<参考>を載せております。「大会の概要」

を記載しておりますけれども、一番下の行、

「（４）の③参加申込者数」をごらんください。

７月12日現在でございますけれども、合計約２

万900名の申し込みをいただいております。なお、

この数は、今後、各県から若干の変更の連絡が

想定されますので、概数でお示ししておりまし

て、大会終了後に確定いたします。

次に、右側の４ページをごらんください。「口

蹄疫防疫対策」についてであります。

本大会の開催に当たりましては、口蹄疫が発

生しまして以降、県の口蹄疫防疫対策本部や文

化庁、全国高等学校文化連盟などの関係者の皆

様と開催の可否等について協議してまいったと

ころでございます。

口蹄疫は、現在は終息へと向かっております

ことから、予定どおりの開催としているところ

でございますが、大会には全国からの皆様に安

心して参加していただく必要がございます。し

たがいまして、４ページにありますとおり、口

蹄疫防疫対策を定めまして、実行委員会ホーム

ページに掲載したり、都道府県の高等学校文化

連盟へ送付したりするなど、県の内外へ周知・

徹底を図っているところでございます。

主な内容について説明させていただきます。

「１」は県外からの参加者の皆様へ、「２」は

県内参加者の皆様への事前要請事項でございま
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す。それぞれの（１）では、「入念な手洗い・う

がいの励行」について、それぞれの（２）と（３）

では、道路や空港、あるいは会場や宿泊施設等

における「車や靴底の消毒」への協力依頼を規

定しております。

また、「１」と「２」のそれぞれ（４）には、

開催期間中及び終了後の１週間、あるいは大会

の前後１週間については、偶蹄類の飼養施設等

への立ち入りや偶蹄類動物への接触を避けるこ

ととしております。

「３」では、「会場における防疫対策」を規定

しております。（１）靴底の消毒用マットや（２）

車用の消毒マット等を設置することがございま

すけれども、（３）では、防疫責任者を会場に配

置し、防疫対策の確実な実施を図っております。

そのほか、「４」と「５」にありますとおり、宿

泊施設における対策やテレビや新聞等による事

前周知などによりまして、防疫対策の徹底を図っ

てまいりたいと考えております。

恐れ入ります。別紙の資料をお願いいたしま

す。マスコットキャラクター「ハニア」が載っ

ている資料をごらんください。この資料は、全

国の皆さんが口蹄疫やその防疫対策をより理解

していただくために、大会マスコットキャラク

ターの「ハニア」を使いまして、Ｑ＆Ａ形式で

写真等も入れてわかりやすく説明しておりまし

て、その一部の抜粋でございます。

表紙を１枚開いていただきまして、上段の「そ

の７」で、「宮崎での防疫対策」を、下段の「そ

の８」では、「空港や駅などでの防疫対策」を示

し、安心して宮崎県に来ていただけることを説

明しております。

恐れ入ります。もう１枚めくっていただきま

して、３枚目でございますけれども、その中ほ

ど、「その11」というところですが、「特別な防

疫対策」では、各部門のメーンの発表展示会場

入り口には、衣服等を消毒するための「超音波

加湿器」や、一番下の行にございますとおり、

消毒スプレーを準備していることを説明してお

ります。この「超音波加湿器」につきましては、

写真の中で、黒い台の上に載っている白い装置

でございます。この装置は、白く細長い筒が上

に伸びていると思いますが、その上端から沸騰

したお湯の白い湯気のようなものが噴き出され

ますけれども、熱くはございませんで、ほとん

どにおいもございません。また、近くにおって

もぬれませんし、病院や救急車等でも使用され

ている安全なものでございます。

恐れ入ります。次をおめくりください。

「その12」でございますけれども、そこで「パ

レードにおける防疫対策」を説明しております。

パレードが始まります前に、道路を散水車で路

面消毒しまして、また歩道の各所には靴底消毒

マットを設置したいと考えております。なお、

このＱ＆Ａにつきましては、先週の金曜日、大

会ホームページで全国に紹介いたしております。

このように、全国高総文祭の開催に当たりま

しては、全国から参加される皆さんに、口蹄疫

の心配をされず、安心して大会に参加し、安心

して各都道府県にお帰りいただきたいと思って

おります。

以上でございます。

○満行委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。ただいま説明のありました事項について質

疑はありませんでしょうか。

○米原総括次長 先ほど私から御説明した内容

で１点だけ訂正をさせていただきます。

２ページの資料の中で、「４ 口蹄疫まん延防

止のための防疫対策」で丸の３つ目ですが、そ

の「なお書き」で、移動制限区域に入って休館
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を一度して、再び開館をした施設として、西都

原考古博物館、埋蔵文化財センター本館と申し

上げましたが、その日付について、私、先ほど

７月15日と申し上げましたが、７月16日の間違

いでございます。訂正方お願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。

○宮原委員 口蹄疫の対応についてということ

で、先ほど、いじめ等のことについてお話は伺っ

たんですが、発生した地域で、登校班とかそう

いったことで、畜産をやっておられる家庭の子

供たちとぎくしゃくしているような話も聞いた

ことがあるんですけれども、現状はどうなって

いるんでしょうか、お聞かせいただけませんか。

○山本学校支援監 ５月24日の調査では、いじ

めの報告は上がっておりませんけれども、今言

われましたように、県教育委員会といたしまし

ても、大変心配をしておりまして、４月28日、

それから５月18日の２回にわたって通知文を出

したり、校長会で直接校長先生等にお願いをし

まして、いじめの防止について指導を行ってい

ただくようにお願いをしたところでございます。

○宮原委員 いじめは、多分想像するに、よく

いろんなことがあるんですが、口蹄疫という言

葉自体が一人の子供を排除するのに使われるよ

うなことになっては困るなというふうに思うも

んですから、そのあたりについては、特に小学

校、中学校あたりについては、十分な調査をし

ろとは言いませんが、十分そのあたり気をつけ

ていただきたいなというふうに思います。かな

りこれで傷つく子供が出てくるんじゃないかな

というふうに思いますので、そこのところはよ

ろしくお願いをしたいと思います。

それから、続いて、全国高等学校総合文化祭

について、開催地に今回口蹄疫で も激しかっ

た西都、高鍋町が入っていますが、これについ

ては、現状ではこのまま行われるということだ

というふうに思いますが、西都、高鍋から開催

について、何か異論とかそういったことはなかっ

たのか、お聞かせいただけませんか。

○稲元高総文祭推進室長 ４月20日に第１例が

確認されて、その後、開催につきましてどうす

るかということを、先ほど御説明申し上げまし

たとおり、関係各位と相談してまいりました。

当初、移動制限区域内にあるところにつきまし

ては、文化施設が休館されていましたので、そ

こでは開館されなければ開催ができないという

ことを考えておりました。ただ、高鍋町さん、

それから西都市さんから、高総文祭の開催その

ものについて拒否されるようなお言葉というの

は全くございませんでしたし、こちらのほうか

らも、大体終息の見込みが立ったころに、終息

した暁にはぜひまた開館して開催させていただ

きたいということをお願いにまいりました。そ

のときは特段拒否されるようなことはございま

せんでした。以上でございます。

○宮原委員 確かに西都、高鍋には牛、豚、そ

ういったものがいないわけですから、また広が

るということはないというふうに思うのですけ

ど、やはりその地域の方にとっては非常に深刻

な部分があったわけですから、開催するに当たっ

ては、十分配慮していただくようにお願いをし

たいと思います。

あと、参加申し込みの数ですが、数は数でこ

れでいいというふうに思っているんですけど、

北海道の一部の高校の生徒の方が、畜産地帯だ

からということで、宮崎には今回のこれには参

加しないという報道があったようなんですけど、

そのほかの地域ではこういう動きはなかったの

かということをお聞かせいただけませんか。

○稲元高総文祭推進室長 昨日現在でございま
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すけれども、11校で130名の辞退をいただいてお

ります。十勝支部はもちろんございますけれど

も、それ以外に北海道の中で口蹄疫を理由とし

た辞退が２校、それから、静岡県で１校、鹿児

島県で１校でございます。ただ、口蹄疫以外の

事由によります辞退も出ておりますので、それ

を含めますと、12校の132名ということになりま

す。以上でございます。

○宮原委員 132名ということですが、また11校

ということですけど、この問い合わせというの

は、このごろになってあったんでしょうか。そ

れとも、時期がいつごろだったんでしょうか。

○稲元高総文祭推進室長 問い合わせにつきま

しては、ほとんど開催するのかしないのか、そ

れから、その方向性はいつごろ出すのかという

問い合わせでございました。中止とか、ぜひ開

催してほしいという意見もございましたけれど

も、それは若干でございました。

それから、先ほど静岡県と鹿児島県が辞退と

いうことで申し上げましたけれども、静岡県に

つきましては、新聞部門で生徒が１名というこ

とになっております。それから、鹿児島県が郷

土芸能で10名ということになっております。以

上でございます。

○松田委員 高総文祭で１つ、それから、口蹄

疫で高鍋農業高校のことで１つ伺いたいと思い

ます。

まず、全国高等学校総合文化祭の開催、本当

に県民が待ちに待ったというか、特に開催地宮

崎市の飲食店街の方々が本当によかったと喜ん

でいただいております。この開催に向けて皆さ

ん方の御努力に本当に感謝をするところなんで

すが、１点、ちょっと聞きづらいことなんです

けれども、開会式の２部で、国際交流で韓国の

豊文女子高等学校の方がお越しになりますよね。

これは当然国際線で韓国本土というか、韓国か

らお越しになるのでしょうか。

○稲元高総文祭推進室長 毎年韓国につきまし

ては、開催県が招聘するのではございませんで、

後催県―翌年度開催県、福島県になりますけ

れども―福島県が招聘をしまして、福島県内

で高等学校との交流行事等を行いまして、開催

県にその後見えて、うちのほうで、宮崎県で総

合開会式等に参加しまして、その後、韓国のほ

うに帰国されます。以上でございます。

○松田委員 口蹄疫の感染経路の一つとして、

海外ということも取りざたされたんですが、特

に韓国からお越しになる生徒さん方には、差別

になるわけではないんですけれども、口蹄疫の

なお一層の予防を図るということで、何かほか

の防疫体制とか全身消毒とか、そういったこと

は考えていらっしゃらないでしょうか。

○稲元高総文祭推進室長 外国の方だけを対象

にした特別な防疫というのは考えておりません。

先ほど御説明申し上げましたとおり、超音波加

湿器といいまして、全身に消毒薬が噴霧でかか

るというものもございますので、また足の靴底

につきましては、マットを全員踏んでいただき

ますので、消毒につきましては、国の内外を問

わず徹底できるものと考えております。以上で

ございます。

○松田委員 超音波加湿器の御説明をいただき

ましたが、これは発表展示会場、メーン会場の

入り口に設置ということでしたよね。ですので、

宮崎県に入国というか、入県か、お越しになっ

た時点で、この超音波加湿器の効力を発揮する

ような場所というのは設けてないんでしょうか。

○稲元高総文祭推進室長 入国された時点での

防疫といいますのはしておりませんけれども、

先ほど説明の写真にございましたとおり、体全
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身ではございませんけれども、靴底の消毒マッ

ト等は空港等にも設置されております。

それから、この防疫体制の中で特に※外国の方

にもお願いしているんですが、資料の４ページ

をお開きいただけますでしょうか。１番の（４）

にありますとおり、開催期間中及び終了後１週

間につきましては、偶蹄類との接触を避けたり、

施設への立ち入りは御遠慮くださいということ

にいたしております。以上でございます。

○松田委員 ありがとうございました。

続いて、高文祭でもう１点、これ公表できる

ことでしたらお教えいただきたいのですが、御

来賓として秋篠宮様が御家族でお越しになると

伺っております。また、今回の場合は、通常と

違って少し長い間我が県に御滞在いただけると

いうことなんですが、その日程というか、特に

宿泊地とか御移動先について大変興味を持って

いらっしゃる県民も多いように聞くんですけれ

ども、もしその御日程が今伺えるものでしたら

お教えいただきたいと思います。

○稲元高総文祭推進室長 秋篠宮殿下のお成り

につきましては、３年前の島根大会から３年連

続して実施されております。宮崎大会につきま

しては、まだ宮内庁のほうから発表がございま

せんので、残念ながら今申し上げることはでき

ません。まだ未定ということで御理解いただき

たいと思います。

○松田委員 ありがとうございます。

後に、口蹄疫で高鍋農業高校の今はどうなっ

ているのか、いつから畜産の授業が再開できる

のか。まだ先だと思うのですけれども、そうい

うスケジュールが立っているようでしたら、あ

るいは生徒の現状がどうであるか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○児玉学校政策課長 高鍋農業高校の現状であ

りますけれども、高鍋農業高校は今家畜はおり

ません。したがいまして、その実習はできてお

りませんので、各教科の授業等では家畜実習は

できない状況ですけれども、そのほかの授業の

形で代替して実施しております。８月に入りま

すと、県内の移動制限区域、搬出制限区域がす

べて解除されるということが見込まれておりま

すので、高鍋農業高校はまだできませんけれど

も、ほかの学校では家畜の実習を始めてもいい

よというような形で学校には通知しております。

高鍋農業高校への家畜の導入につきましては、

今後、家畜保健衛生所からの消毒があったり、

またいろんな指導がありますので、そういった

ところと連携をとりながら、許可が出た時点で、

家畜の導入を考えたいと思いますが、９月以降

になっていくというぐあいに考えております。

○松田委員 畜産科の生徒さん、これどんなん

でしょう。カリキュラム的に単位には影響しな

いこの空白の期間が何カ月も続くわけなんです

けれども、その辺はどういうような形になるの

でしょうか。

○児玉学校政策課長 前回のこの委員会でも御

説明申しましたとおり、単位の修得には問題あ

りません。家畜を使った実習ができませんけれ

ども、そのほかの実習というのもございますの

で、そういった実習を行えば単位の認定はでき

るということになっております。

○萩原委員 修学支援についてちょっとお尋ね

します。育英の採用が先ほどの説明では高校生

が10名、大学・短大で７名、専修学校関係３名、

合計20名ということでしたが、これはどうなん

でしょう、今度の口蹄疫は商工業者にも大変大

きな経済的な影響は、少々じゃなくて大変な影

響が出ているんですけれども、そういうところ

※９ページ右段に訂正発言あり
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からもぜひ修学支援をしてほしいという状況は

教育委員会に上がってきていますか。大体これ

で対応できていますか。

○福永財務福利課長 御質問の件ですけれども、

現在20名おりますが、その中で口蹄疫に関連す

るだろうという方もいらっしゃいまして、それ

も含めて20名でございます。現在のところ、学

生支援機構のほうでも、大学生につきましては、

そういった対応をしていただいております。併

給はできませんけれども、その学生支援機構の

ほうでは、そういった手立てで今141名申し込み

があったということを聞いております。以上で

ございます。

○萩原議員 保育園は福祉保健部なんだろうけ

れども、幼稚園等の応援の責任者から、幼稚園

でも園費に非常に困っている状況の家庭も多い

という話を聞いております。その辺は教育委員

会には出てきておりますか。

○米原総括次長 前回の委員会で委員のほうか

らお話がありまして、その際、幼稚園等の修学

支援措置ということでそういう御要望があった

ということは、福祉保健部のほうにおつなぎし

まして、我がほうではこういうことをやります

ということもあわせてお願いしてお伝えをいた

しました。それで、福祉保健部のほうでは、５

月ごろにそういった修学支援といいますか、そ

ういった措置について保育園等に要請をしてい

るというふうに私ども伺っております。

○萩原委員 次に、文化祭についてお尋ねしま

す。参加申し込み２万900名と書いてありますが、

これは県内と県外で分けるとどういう状況です

か。

○稲元高総文祭推進室長 生徒が県内が2,700

名、県外が１万4,600名でございます。教員が県

内560名、県外3,040名でございます。以上です。

申しわけございません。訂正をお願いいたし

ます。先ほど松田委員から御質問いただきまし

たときに、海外への高校の防疫体制についてで

ございますが、偶蹄類家畜への接触のことにつ

きましても連絡ということで申し上げておりま

したけれども、まだそれは海外の高校には連絡

しておりませんでしたので、今後いたしたいと

思います。以上でございます。

○満行委員長 それでは、以上をもちまして教

育委員会を終了いたします。執行部の皆様、お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時38分休憩

午前10時40分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

まず、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として特に御要望等はござい

ませんか。

それではお諮りいたします。

委員長報告につきましては、今ありました質

疑等も参考にしながら、正副委員長に御一任い

ただくということで御異議ありませんでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午前10時41分休憩

午前10時44分再開

○満行委員長 委員会を再開いたします。

ただいまの御意見を踏まえてお諮りいたしま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、県外調査についてであります。県外調
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査につきましては、10月13日から15日にかけて

実施することとし、詳細につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 それでは、そのようにいたしま

す。なお、具体的な行程等につきましては、後

日連絡差し上げますので、よろしくお願いいた

します。

その他何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○満行委員長 ないようですので、以上で委員

会を終了いたします。

午前10時45分閉会




